
定　　　　款（抜粋）

第１条（目的）本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図
ことを目的とする。
第３条（地区）本組合の地区
は 東京都 北海道 青森
石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び佐賀県

の区域とする。

第７条（事業）本組合は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）組合員の必要とする車両燃料の共同購買（２）組合員のためにする共同宣伝（３）組合員のためにする情報ネットワークシステムの共同利用

（４）組合員のためにする高速自動車国道、一般有料道路等の通行料金の支払代行（５）組合員のためにする損害保険の代理店業務

（６）組合員の車両及び建設機械等の取得に関わる信販会社、車両販売会社に対する割賦代金又はリース会社に対するリース代金の支払保証

（７）組合員に対する事業資金の貸付け（手形の割引を含む。）及び組合員のためにするその借入れ

（８）組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

（９）組合員の福利厚生に関する事業（１０）前各号の事業に附帯する事業

第８条（組合員の資格）本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。

（１）別表に掲げる事業を行う事業者であること。（２）本組合の地区内に事業場を有すること。

前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第6号に規定する暴力団の構成員（以下「暴力団員」とい

暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。）

（２）暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者（３）暴力団員等を不当に利用していると認められる者

（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者（５）暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

第９条　組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。

１　本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

第１０条（加入者の出資払込み）前条第２項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継

よる場合は、この限りでない。

第１２条（自由脱退）組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

１　前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

第１３条（除　名）本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総代会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、

その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。

（１）長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員（２）出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員（３）本組合の事業を妨げ、又は妨げようと

（４）本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員（５）犯罪その他信用を失う行為をした組合員（６）第８条第２項各号の一に該当する組合員

第１４条（脱退者の持分の払戻）組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額（本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員

に応じて減額した額）を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

第１５条（使用料又は手数料）本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。

１　前項の使用料又は手数料は、総会で定める額又は率を限度として、理事会で定める。

第２０条（延滞金）本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年15パーセ

割合で延滞金を徴収することができる。

第２２条（出資１口の金額）出資１口の金額は、１万円とする。

第２３条（出資の払込み）出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

第２４条（持　分）組合員の持分は、本組合の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。

１　持分の算定にあたっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

別　表

業　　　　　　　　　種 業種コード 業　　　　　　種 業種コード 業　　　　　　種 業種コード

鉄鉱業 ０５１３ 産業機械器具卸売業 ５４１ 教養・技能教授業 ８２４

一般土木建築工事業 ０６１
電気機械器具卸売業（家庭用

電気機械器具を除く）
５４３２

その他の教養・技能教授

業
８２４９

土木工事業（舗装工事業を除く） ０６２
医療用機械器具卸売業（歯科

用機械器具を含む）
５４９３ 保育所 ８５３１

造園工事業 ０６２２ 家具・建具卸売業 ５５１１ 老人福祉・介護事業 ８５４

建築工事業（木造建築工事業を除く） ０６４ 百貨店,総合スーパー ５６１１ 産業廃棄物処理業 ８８２

建築リフォーム工事業 ０６６１ 呉服・服地・寝具小売業 ５７１ 労働者派遣業 ９１２

とび・土工・コンクリート工事業 ０７２ 男子服小売業 ５７２１
他に分類されないサービ

ス業
９５９９

塗装工事業 ０７７ 婦人服小売業 ５７３１

床・内装工事業 ０７８ 洋品雑貨・小間物小売業 ５７９３

電気通信・信号装置工事業 ０８２ 鮮魚小売業 ５８４１

冷暖房設備工事業 ０８３２ その他の飲食料品小売業 ５８９

その他の食料品製造業 ０９９ 茶類小売業 ５８９４

果実酒製造業 １０２１ 中古自動車小売業 ５９１２

製材業，木製品製造業 １２１
電気事務機械器具小売業（中

古品を除く）
５９３２

オフセット印刷業（紙に対するもの） １５１１
書籍・雑誌小売業（古本を除

く）
６０６１

鍛鋼製造業 ２２５５ 建物売買業，土地売買業 ６８１

看板・標識機製造業 ３２９２ 不動産代理業・仲介業 ６８２

他に分類されないその他の製造業 ３２９９ 不動産管理業 ６９４１

ソフトウェア業 ３９１ 社会保険労務士事務所 ７２５１

情報処理サービス業 ３９２１ 税理士事務所 ７２４２

出版業 ４１４１ 経営コンサルタント業 ７２８１

一般貸切旅客自動車運送業 ４３３１ 土木建築サービス業 ７４２

一般貨物自動車運送業 ４４１ 日本料理店 ７６２１

その他の衣服卸売業 ５１２９ 焼肉店 ７６２５

野菜卸売業 ５２１３ 美容業 ７８３

その他の建築材料卸売業 ５３１９
他に分類されないその他の生

活関連サービス業
７９９９


